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更新研修設立の経緯
• 平成25年12月の社会保障審議会介護保険部会で、福祉

用具専門相談員のさらなる専門性向上の観点から、「福祉
用具貸与事業所の人員基準2名のうち、1名の福祉用具専
門相談員について、より専門的知識および経験を有する者
の配置」を促進することの検討が求められた。

• 上記を受けて、「専門的知識を有する福祉用具専門相談員
の養成に向けた研修内容に関する調査研究事業（H26:日
本福祉用具供給協会）」、「専門的知識、経験を有する福祉
用具専門相談員の配置に向けた研修カリキュラム等に関
する調査研究事業（H27:本会）」、「福祉用具専門相談員の
適正配置に関わる養成モデル事業（H28：本会）」の老健事
業を実施した。

• 老健事業での検討結果をもとに本会自主事業として「福祉
用具専門相談員更新研修（ふくせん認定）」をH29年度より
実施。本年度よりオンライン形式でも開催（累計19回開催：
375名受講）。



更新研修の位置づけ

• 一定の経験（3年の実務経験）を有する福祉用具専門相談員
が、「より専門的知識および経験を有する者」として、実践の
場で専門性を発揮するために必要な知識・スキルを定期的
に確認、習得、更新することを目的としている。（カリキュラム
は別紙参照）

• 福祉用具の安全な利用の促進の観点において、一定期間に
おける知識や情報を更新（キャッチアップ）することが重要で
ある。

• 地域包括ケアシステムにおいて多職種との連携の中で専門
性を発揮するためには、福祉用具に関わる領域において高
い専門性の確立を目指すことが重要である。
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